
 
 
 
 
 
 
 

参考資料５ 
 

平成１７年廃棄物処理法改正に伴う 
維持管理積立金の算定基準について 
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改正の内容

＜維持管理積立金の算定方法の新設等＞
都道府県知事が、下記１及び２の方法のいずれかを選択することとした。また、５の対応も可
能とした。

＜対象拡大に伴う特例措置＞
平成１８年４月以降の埋立期間が短い等の状況にある最終処分場の設置者に対し、３の特
例措置を設けた。

＜特定災害防止準備金制度を活用していた者への経過措置＞
特定災害防止準備金制度を活用している者に対し、４の特例措置を設けた。

算定基準の改正の背景

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律平成17年法律第42号）に
よって、平成10年６月17日より前に埋立処分を開始した一般廃棄物の最終処分場並びに平成
10年６月17日より前に埋立処分を開始した管理型産業廃棄物の最終処分場及び平成17年４
月１日より前に埋立処分を開始した安定型産業廃棄物の最終処分場が、維持管理積立金制
度の対象として新たに追加されたところである。
このような対象の拡大に伴い、今般、新たに対象となった最終処分場を設置した者及びこれ
まで租税特別措置法（昭和32年法律第26号）に基づく特定災害防止準備金制度を活用してい
た者に係る維持管理積立金の算定基準の特例を設けるとともに、より確実な維持管理積立金
の積立てを担保するため、維持管理積立金の算定基準を合理化したものである。

 

当該年度の積立額

維持管理に必要な総額

●●m3
●年

総額●千万円

埋立期間、埋立容量等
を報告し、維持管理に必
要な総額を算出

埋立期間

前年度までの積立額

埋立開始からその年度の３月までの期間

①維持管理に必要な総額を算出し、
それを埋立期間で除した額を基本
とする
②①の額に埋立開始からその年度の
３月までの期間を積し、その数字か
ら前年度までの積立額を引く。

図解

１．埋立期間に基づいた算定基準【規則第４条の９第１項】
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維持管理に必要な総額

全体●●m3
前年度まで●m3
上半期●m3
総額●千万円

埋立容量、前年度まで
の埋立量、当該年度上
半期の埋立量を報告し、
維持管理に必要な総額

を算出

前年度までの積立額

図解

２．埋立容量に基づいた算定基準【規則第４条の９第２項】

当該年度の積立額

Ａ

Ｂ
Ｃ Ｄ

埋立量

Ｃ ＤＢＡ

①前年度の埋立量を考慮して、上半期の埋
立量等から当該年度の埋立量を推計として
算出。
②①の量と前年度までの埋立量とを合計
③②の値と埋立容量との割合を基に算定

前年度までの
埋立量

当該年度埋立量【上半期を基に】

埋立容量

 

②埋立量

① 期間

３．平成１８年４月１日から新たに対象となる者への特例措置【規則附則第３条】

埋立開始 埋立終了１８年４月 ア

この期間を基に算出

※仮にアの時点での積立額を算出する
場合、埋立期間と１８年４月からＡまで
の期間とを基に算出することになる。

Ａ

Ｂ
Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

埋立期間

１８年４月 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＝１８年３月までの埋立量
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝前年度までの埋立量

※埋立容量と当該年度埋立量、前年度までの埋立
量、１８年３月までの埋立量を基に算出することと
なる。
→Ｅ、Ｆ、当該年度埋立量を基に算出

当該年度埋立量
【上半期を基に】

③環境大臣が定める費用【浸出液処理用設備の維持管理費用と水質検査費用の合計】

１８年４月

イ

この期間を基に算出 ※仮にイの時点での積立額を算出
する場合、１８年４月から埋立終了
までの期間と１８年４月からＢまで
の期間とを基に算出

※以下の①若しくは②と③を比較し、大きい額のものが積み立てるべき額となる。
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４．特定災害防止準備金を積んでいる者への特例措置【規則附則第４条】

当該年度の積立額

維持管理に必要な総額 埋立期間

前年度までの積立額

図解

特定災害防止準備金を積んでいる場合は、維持管理に必要な総額を、当該準備金の額を
かんがみ、算出することとする。算定基準は上記１～４に同じ。【経過措置】

特定災害防止準備金額

５．先行積立【規則第４条の９第３項】

上記１～４にある算定基準に基づいて算定された当該年度の積立額に、企業の収益状況
にかんがみ、増額して維持管理積立金として積み立てることが可能。

 
 

１．による当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
埋立開始から当該年度の３月までの月数

＝ 総維持管理費用 × － 前年度までの積立額
埋立開始から埋立処分終了予定 までの月

２．による当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額

＝ 総維持管理費用× －
埋立容量

３．による当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額

①＝総維持管理費用 × －
埋立開始から埋立処分終了予定 までの月数

②＝総維持管理費用 × －
埋立容量

前年度まで
の埋立数量

当該年度上半期
の埋立数量

×α

前年度までの積立額

＋

埋立開始から当該年
度３月までの月数

埋立開始から平成18
年３月までの月数

前年度までの積立額

－

前年度まで
の埋立数量

当該年度上半期
の埋立数量

×α 18年３月まで
の埋立数量

＋ －

前年度までの積立額

【参考】維持管理積立金算定基準の具体的な式
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３．による当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額

③＝環境大臣が定める額× －

埋立開始から当該年
度３月までの月数

埋立開始から18年３
月までの月数

埋立開始から埋立終了
予定年月までの月数

埋立開始から18年３
月までの月数

－

－

前年度までの積立額

４．による当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額

４．による維持管理積立金は、特定災害防止準備金として積み立てた額を総維持管理費用
（環境大臣が定める額）から差し引いたものとなる。

 




